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○ 道路交通法（昭和３５年６月２５日法律第１０５号） 

（遠隔操作型小型車の使用者に対する指示） 

第１５条の６ 公安委員会は、遠隔操作型小型車の使用者又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による

道路における通行に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反

した場合において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、

当該遠隔操作型小型車の使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置

をとるべきこと（措置をとるまでの間、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路の通行を停止させることを含む。）

を指示することができる。 

 

（特定自動運行実施者に対する指示） 

第７５条の２６ 公安委員会は、特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの

法律若しくは法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は他の法令の規定に違反した場合

において、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、特定自

動運行実施者に対し、特定自動運行に関し必要な措置をとるべきこと（措置をとるまでの間、特定自動運行を行

わないことを含む。）を指示することができる。 

 

（許可の取消し等） 

第７５条の２７ 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動

運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。 

 一 特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、この法律若しくはこの法律

に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。 

 二 特定自動運行計画が第７５条の１３第１項各号に掲げる基準に適合しなくなったとき。 

  三 特定自動運行実施者が第７５条の１４各号のいずれかに該当することとなったとき。 


